
デジタル時代における放送制度の
在 り 方 に 関 す る 検 討 会
衛星放送 ワー キ ン グ グ ル ー プ

令和６年４月15日

資料７－１

臨時かつ一時の目的のための放送に係る
衛星基幹放送の業務の認定



臨時かつ一時の目的のための放送に係る衛星基幹放送の業務の認定

○ ＮＨＫにおいては、能登半島地震発災後の令和６年１月９日

から、臨時対応として、「ＢＳプレミアム」のチャンネルで

ＮＨＫ金沢放送局の番組を放送。

○ 「ＢＳプレミアム」に係る衛星基幹放送の業務については、

同年３月31日をもって廃止される予定であったことを踏まえ、

総務省は、ＮＨＫからの申請を受け、３月29日に「臨時かつ

一時の目的のための放送（臨時目的放送）」に係る衛星基幹

放送の業務を認定。

※ 認定に当たっては、通常の衛星基幹放送の業務に係る認定と

同様に、放送法第93条第１項の規定に基づき、基幹放送局設備

の確保、経理的基礎及び技術的能力の有無、技術基準への適合等

について審査を実施。

※ 臨時目的放送とは、放送法施行規則第７条第２項各号に掲げる

事項のいずれかを目的とするものでなければならない。

－ 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会

その他これに類する催し物の用に供すること

－ 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が

発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと

【認定の経緯等】
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（参考）関係法令

○ 放送法（昭和25年法律第132号）

（基幹放送業務の認定等の特例）
第二十四条 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、

「次に掲げる要件（第五号、第六号及び第七号（イからハまでに係る部分に限る。）を除く。）」とする。
２（略）

（認定）
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者（電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除

く。）は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 当該業務に用いられる電気通信設備（基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。）が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四 衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省
令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。

五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自
由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者

六 当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
七 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで（衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送（超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町
村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。）の業務を行
おうとする場合にあつては、ホを除く。）のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ（略）
ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 第百三条第一項又は第百四条（第五号を除く。）の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項（第四号を除く。）の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 電波法第二十七条の十六第一項又は第六項（第四号を除く。）の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する
開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
２～５（略）

○ 放送法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第10号）

第七条（略）
２ 法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送（以下「臨時目的放送」という。）は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。

一 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。
二 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。

２


